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多賀城市で多数の高校生が犠牲となった事故から19年が経
過します。飲酒運転は犯罪です。

「飲酒運転 しない させない 許さない」

（令和６年４月末現在）※佐沼・登米警察署調べ
Ｒ６ Ｒ５ 増減数

人身事故
発生件数 21件 32件 ▲11件

死者数 1人 0人 1人

負傷者数 25人 38人 ▲13件

物損事故
発生件数 397件 390件 7件

※Ｒ６年1月からの延べ件数（前年同時期と比較）

　

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
７
年

３
月
31
日
に
婚
姻
し
た
新
婚
世
帯

に
対
し
て
、住
宅
の
購
入
、賃
貸

住
宅
の
賃
借
、引
っ
越
し
の
際
に

要
し
た
費
用
な
ど
、新
生
活
の
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
必
要
な
費
用
を

支
援
し
ま
す
。

最
大
40
万
円

※
年
齢
や
婚
姻
日
な
ど
に
よ
り
異

な
り
ま
す

令
和
７
年
３
月
31
日

（
月
）

※
補
助
要
件
、対
象
経
費
な
ど
の

詳
細
は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い福

祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
育
て
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

　

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
全
世

帯
へ
送
付
し
た「
登
米
市
燃
料
券
」

の
使
用
期
限
は
、５
月
31
日（
金
）

ま
で
で
す
。

　

不
在
な
ど
に
よ
り
受
け
取
り
が

で
き
な
か
っ
た
世
帯
の
燃
料
券

は
、地
域
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
で
保

管
し
て
い
ま
す
。必
ず
事
前
に
連

絡
の
上
、来
庁
く
だ
さ
い
。

５
月
31
日（
金
）

※
世
帯
主
以
外
で
も
受
け
取
り
可

能
で
す

平
日
／
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分

産
業
経
済
部
地
域

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課（
地
域
ビ
ジ
ネ

ス
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
６

　

令
和
７
年
３
月
の
中
学
校
、高
校

卒
業
予
定
者
を
対
象
と
す
る
求
人

申
し
込
み
が
６
月
１
日
か
ら
始
ま

り
ま
す
。事
業
主
の
皆
さ
ん
は
、新

た
な
人
材
確
保
に
向
け
た
求
人
申

し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、電
話
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
迫

（
学
卒
担
当
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）８
６
０
９

　

６
月
23
日（
日
）か
ら
29
日（
土
）

は
、男
女
共
同
参
画
週
間
で
す
。

　

家
庭
や
職
場
、地
域
、学
校
な
ど

（令和６年４月末現在）

地区 世帯数
人口（人）

男 女 計　　（前月比）

迫 7,669 9,322 9,759 19,081 （▲1）

登米 1,737 2,061 2,256 4,317 （▲4）

東和 2,211 2,684 2,719 5,403 （▲9）

中田 5,270 7,263 7,456 14,719 （▲31）

豊里 2,159 2,980 3,044 6,024 （▲20）

米山 2,798 4,018 4,096 8,114 （▲42）

石越 1,491 2,126 2,114 4,240 （▲4）

南方 2,721 3,859 4,040 7,899 （▲13）

津山 1,110 1,338 1,487 2,825 （▲8）

合計 27,166 35,651 36,971 72,622 （▲132）

※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています

で
、お
互
い
を
尊
重
し
、共
に
支
え

合
う
社
会
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

市
民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
８

　

６
月
１
日（
土
）か
ら
10
日（
月
）

は「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓

発
強
化
期
間
」で
す
。電
波
の
混

信
・
妨
害
に
つ
い
て
は
、東
北
総
合

通
信
局
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

総
務
省
東
北
総
合

通
信
局

☎
０
２
２（
２
２
１
）０
６
４
１

無
料

仙
台
法
務
局
登
米

支
局（
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
７
０

▼
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

　

家
族
や
友
達
、仕
事
や
生
活
の

こ
と
な
ど
、安
心
で
き
る
場
で
話

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

６
月
11
日（
火
）午
前
10
時

〜
午
後
２
時

石
巻
保
健
所
登
米
支
所

６
月
10
日（
月
）

N
P
O
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ア
イ

☎
０
８
０（
９
２
５
６
）０
０
３
５

➊
６
月
11
日（
火
）➋
25
日

（
火
）／
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

➊
豊
里
公
民
館
➋
石
森
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

無
料

そ
・
え
ー
る
登
米

☎
０
２
２
０（
２
３
）８
６
１
０

０
２
２
０（
２
３
）８
６
６
５

６
月
28
日（
金
）午
後
１
時

〜
３
時
50
分（
要
電
話
予
約
）

と
め
市
民
活
動
プ
ラ
ザ

及
川
毅つ

よ
し（
弁
護
士
）

無
料

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
７

市
民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
８

　

障
が
い
者
が
、自
立
し
た
日
常

生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、相
談
に
応
じ
ま
す
。

６
月
25
日（
火
）➊
午
前
９

時
30
分
➋
午
前
11
時
➌
午
後
１
時

30
分
➍
午
後
３
時（
要
電
話
予
約
）

県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

無
料

※
職
業
の
あ
っ
せ
ん
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

ご
寄
付
い
た
だ
き
、あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
３
月
受
納
順
）

●
登
米
建
設
業
青
年
会
様
／
小
学

校
新
一
年
生
用
・
Ａ
４
カ
ラ
ー
ク

リ
ア
フ
ァ
イ
ル
６
０
０
枚

●
市
内
団
体（
匿
名
）様
／
中
田
児

童
館
用
・
ア
ニ
メ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
16
枚

●
医
療
法
人
社
団
恭
謹
会
上
杉
皮

膚
科
医
院
様
／
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
、児
童
館
用
・
児
童
図
書
59

冊
、保
育
用
品
１
０
２
個

●
株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ワ
ー
ク

様
／
小
学
校
用
・
テ
ィ
ー
ボ
ー
ル

セ
ッ
ト
21
組

●
み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合
様

／
小
学
校
新
５
年
生
用
・
食
育
教

育
補
助
教
材
本
６
６
０
冊
、新
１

年
生
用
・
自
由
帳
５
２
７
冊

●
ト
ヨ
テ
ツ
東
北
株
式
会
社
様
／

市
役
所
、物
販
施
設
等
用
・
会
議
室

用
テ
ー
ブ
ル
26
台
、イ
ス
69
脚
、イ

ス
運
搬
用
台
車
２
台

●
日
本
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
株
式
会
社

様
／
小
学
校
新
１
年
生
用
・
安
全

笛
５
５
０
個

●
登
米
市
事
務
機
事
務
用
品
販
売

組
合
様
／
小
学
校
新
１
年
生
用
・

Ａ
４
カ
ラ
ー
ソ
フ
ト
ク
リ
ア
ケ
ー

ス
５
２
０
個

総
務
部
総
務
課

（
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１

障
害

者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー「
ゆ

い
」

☎
０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
１

　

登
米
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で

は
、人
権
擁
護
委
員
の
日
に
合
わ

せ
て
、特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
。パ
ワ
ハ
ラ
や
い
じ
め
、体

罰
、名
誉
毀き

損そ
ん

な
ど
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

６
月
３
日（
月
）午
前
10
時

〜
午
後
３
時

登
米
総
合
支
所・南
方
公
民

館・中
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

　保険料を納め忘れたまま、障がいや死亡といっ
た不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族
基礎年金が受けられない場合があります。
　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困
難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度
（50歳未満）」がありますので、市役所各総合支所市
民課窓口で手続きをしてください。
　令和６年度分（令和６年７月分から７年６月分
まで）の免除などの申請は、７月１日から受け付け
ます。

　また、申請がさかのぼれる期間は、申請日の２年
１カ月前の月分までになります。未納期間がある
場合は、ご相談ください。
　加えて、日本年金機構では、20歳に到達したこと
で国民年金に初めて加入する人に対し、国民年金
制度の内容やメリット、保険料の納付方法などを
説明した動画をご案内しています。詳しくは、日本
年金機構のホームページをご覧ください。

▶ねんきん加入者ダイヤル
☎ 0570（003）004
▶市民生活部国保年金課（年金医療係）
☎ 0220（58）2166


